
「供託かんたん申請」

を選択

「申請者ＩＤ」「パス

ワード」を入力

ＩＤの登録がまだの場合はまず

こちらをクリック

利用したい種類を選択します。

ここでは「供託（金銭）給与債権執

行【かんたん】」を例に説明します。
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「供託所選択」をクリック

→別ウインドウが開きます。

①「山口」をクリック

②申請先法務局を選択

法人は「代表者」を

選択

これを入力すると代表者事項証

明書の提示を省略できます。
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紙の供託書と同様に、穴埋め式の文章が表示され

るので、必要事項を順次入力します。

供託書正本の受取方法を選択します。

送付希望の場合は封筒（切手付き）を別途

法務局に郵送します。

必要事項を入力したら次へをクリック

差押の内容を

入力します。
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入力内容を確認してから確定をクリック

「ガイシャ」→「ガイシヤ」

のように小さいカタカナは大きいカタカナで入力します。

２４文字以上入力できない場合は途中までの入力でＯＫ。

これで申請情報が完成したので送信します。
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申請情報送信後はここから処理状況の確認や納付を行います。

かんたん申請トップページからも確認できます。

送信した申請情報が法務局に到達したことを確認したいときはこれをク
リックします。
到達後は法務局で審査が行われ、問題がなければ審査終了後「受理決定
通知書」が送信されるので、審査終了までしばらくお待ちください。

審査終了後にオンラインで送信される受理決定通知書はここをク
リックして確認します。
また、申請内容に誤りがあり補正が必要な場合は「補正のお知ら
せ」が送信されますが、それもここで確認します。
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申請受理の通知がされたらこれをクリック

ＡＴＭで納付する場合は収納機関番号～確

認番号までの情報を入力して納付します。

インターネットバンキングで納付す

る場合はこちらをクリック

供託書正本受取の際はこれをクリック
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このページを印刷します。
→窓口で受け取る場合は出力した用紙を持参します。

郵送希望の場合は出力した用紙＋封筒（切手付き）を送付します。。

２回目以降はこれをクリックすると前回使用したデータが再
利用できます（３か月以内）。

−システム操作に関するお問合せ−

登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
お問合せ時間 ８：３０～１９：００（土日祝日除く）

０５０−３７８６−５７９７
上記が使用できない場合は

０５０−３８２２−２８１１ 又は ０５０−３８２２−２８１２

※ 供託の申請内容については、申請先の法務局にお問合せください。
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